
  

一 

令和 8 年 2 月 17 日（火曜日） 千 葉 県 報 号外第１０号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

千
葉
県
硫
酸
ピ
□
チ
の
生
成
の
禁
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

訓 
 

令 

○ 

千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

教
育
委
員
会
訓
令 

○ 

千
葉
県
教
育
委
員
会
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

規

則 

 

千
葉
県
硫
酸
ピ
□
チ
の
生
成
の
禁
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
号 

 
 

 

千
葉
県
硫
酸
ピ
□
チ
の
生
成
の
禁
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
硫
酸
ピ
□
チ
の
生
成
の
禁
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
□
平
成
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
七
十
四

号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
二
条
第
二
項
中
□
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
の
一
二
・
一
□
を
□
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

一
の
十
二
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
三
号 

 
 

 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
財
務
規
則
□
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
十
三
号
の
二
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 

第
三
十
四
条
第
二
項
第
五
号
中
□
千
万
円
□
を
□
三
千
万
円
□
に
改
め
る
□ 

 

第
三
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

第
三
十
七
条 

削
除 

 

第
六
十
二
条
第
一
号
を
削
り
□
同
条
第
二
号
の
表
使
用
料
及
び
賃
借
料
□
建
設
事
業
に
係
る
も
の
□
の

項
を
削
り
□
同
表
工
事
請
負
費
の
項
中
□
一
億
五
千
万
円
□
を
□
三
億
円
□
に
改
め
□
同
表
備
品
購
入
費

の
項
中
□
三
百
万
円
□
を
□
千
万
円
□
に
改
め
□
同
表
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金
□
補
助
金
に
係
る
も

の
□
の
項
中
□
千
万
円
□
を
□
三
千
万
円
□
に
改
め
□
同
表
補
償
補
て
ん
及
び
賠
償
金
□
建
設
事
業
に
係

る
も
の
□
の
項
中
□
補
償
補
て
ん
□
を
□
補
償
補
填
□
に
□
□
三
千
万
円
□
を
□
四
千
万
円
□
に
改
め
□

同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
□
同
条
中
第
三
号
を
第
二
号
と
し
□
同
条
第
四
号
中
□
前
各
号
□
を
□
前
二

号
□
に
改
め
□
同
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
□ 

 

別
表
第
二
支
出
負
担
行
為
の
項
報
償
費
の
目
中
□
五
十
万
円
以
上
□
を
削
り
□
□
五
十
万
円
未
満
□
を

□
全
額
□
に
改
め
□
同
項
需
用
費
の
目
中
□
三
百
万
円
以
上
□
を
削
り
□
□
三
百
万
円
未
満
□
を
□
全

額
□
に
改
め
□
同
項
委
託
料
の
目
中
□
五
百
万
円
□
を
□
三
千
万
円
□
に
改
め
□
同
項
使
用
料
及
び
賃
借

料
の
目
建
設
事
業
に
係
る
も
の
の
節
を
削
り
□
同
目
そ
の
他
の
節
中
□
そ
の
他
□
及
び
□
五
十
万
円
以

上
□
を
削
り
□
□
五
十
万
円
未
満
□
を
□
全
額
□
に
改
め
□
同
項
工
事
請
負
費
の
目
中
□
一
億
五
千
万

円
□
を
□
三
億
円
□
に
改
め
□
同
項
原
材
料
費
の
目
中
□
五
百
万
円
□
を
□
千
万
円
□
に
改
め
□
同
項
公

有
財
産
購
入
費
の
目
中
□
二
千
万
円
□
を
□
五
千
万
円
□
に
改
め
□
同
項
備
品
購
入
費
の
目
中
□
三
百
万

円
□
を
□
千
万
円
□
に
改
め
□
同
項
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金
の
目
補
助
金
の
節
中
□
千
万
円
□
を
□
三

千
万
円
□
に
改
め
□
同
項
貸
付
金
の
目
中
□
千
万
円
□
を
□
二
千
万
円
□
に
改
め
□
同
項
補
償
補
填
及
び

賠
償
金
の
目
中
□
三
千
万
円
□
及
び
□
二
千
万
円
□
を
□
四
千
万
円
□
に
改
め
□
同
項
償
還
金
利
子
及
び

割
引
料
の
目
か
ら
公
課
費
の
目
ま
で
の
規
定
中
□
五
百
万
円
□
を
□
千
万
円
□
に
改
め
□
同
表
支
出
命
令

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

2

月

17

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第１０号 令和 8 年 2 月 17 日（火曜日） 
 

支

出

命

令 
 

 

全

額 
 

  
別
表
第
三
出
納
局
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中
□
五
千
万
円
□
を
□
一
億
円
□
に
改
め
□
同
欄
第
三
号

中
□
五
千
万
円
□
□
を
□
一
億
円
□
□
に
□
□
一
億
五
千
万
円
□
を
□
三
億
円
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 
則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

訓

令 

 

千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
訓
令
第
十
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

別
表
第
一
各
課
共
通
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
十
五
号
を
削
り
□
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
□

第
十
七
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
□
同
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
三
十
一
号
を

第
三
十
二
号
と
し
□
第
十
五
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
□
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
□ 

 

十
五 

補
助
金
の
額
の
確
定
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
の
二
デ
ジ
タ
ル
戦
略
課
□
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
及
び
情
報
シ
ス
テ
ム
課
共
通
の
項
第
三
号
を
削

り
□
同
項
第
四
号
中
□
前
各
号
□
を
□
前
二
号
□
に
改
め
□
同
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
□ 

 

別
表
第
一
の
三
生
涯
ス
ポ
□
ツ
振
興
課
□
競
技
ス
ポ
□
ツ
振
興
課
及
び
文
化
振
興
課
共
通
の
項
第
三
号

を
削
り
□
同
項
第
四
号
中
□
前
各
号
□
を
□
前
二
号
□
に
改
め
□
同
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
□ 

 

別
表
第
一
の
四
都
市
計
画
課
□
宅
地
安
全
課
□
市
街
地
整
備
課
□
公
園
緑
地
課
□
下
水
道
課
□
建
築
指

導
課
及
び
住
宅
課
共
通
の
項
中
第
十
三
号
を
削
り
□
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
す
る
□ 

 

別
表
第
一
の
五
水
産
課
□
漁
業
資
源
課
及
び
漁
港
課
共
通
の
項
中
第
八
号
を
削
り
□
第
九
号
を
第
八
号

と
す
る
□ 

 

別
表
第
一
の
六
水
質
保
全
課
□
循
環
型
社
会
推
進
課
□
廃
棄
物
指
導
課
及
び
ヤ
□
ド
・
残
土
対
策
課
共

通
の
項
中
第
七
号
を
削
り
□
第
八
号
を
第
七
号
と
す
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
□
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

教

育

委

員

会

訓

令 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

杉 

野 
 

可 

愛 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本 
 

 

庁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教
育
事
務
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教

育

機

関 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
処
務
規
程
□
昭
和
三
十
五
年
千
葉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
□
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

別
表
第
一 

一 

財
務
会
計
に
関
す
る
事
務
の
表
支
出
負
担
行
為
の
項
報
償
費
の
目
中
□
五
十
万
円
以

上
□
を
削
り
□
□
五
十
万
円
未
満
□
を
□
全
額
□
に
改
め
□
同
項
需
用
費
の
目
中
□
三
百
万
円
以
上
□
を

削
り
□
□
三
百
万
円
未
満
□
を
□
全
額
□
に
改
め
□
同
項
委
託
料
の
目
建
設
事
業
に
係
る
も
の
の
節
中

□
建
設
事
業
に
係
る
も
の
□
を
削
り
□
同
目
そ
の
他
の
節
を
削
り
□
同
項
使
用
料
及
び
賃
借
料
の
目
建
設

事
業
に
係
る
も
の
の
節
を
削
り
□
同
目
そ
の
他
の
節
中
□
そ
の
他
□
及
び
□
五
十
万
円
以
上
□
を
削
り
□

□
五
十
万
円
未
満
□
を
□
全
額
□
に
改
め
□
同
項
工
事
請
負
費
の
目
中
□
一
億
五
千
万
円
□
を
□
三
億

円
□
に
改
め
□
同
項
原
材
料
費
の
目
中
□
五
百
万
円
□
を
□
千
万
円
□
に
改
め
□
同
項
公
有
財
産
購
入
費

の
目
建
設
事
業
に
係
る
も
の
の
節
中
□
建
設
事
業
に
係
る
も
の
□
を
削
り
□
同
目
そ
の
他
の
節
を
削
り
□

同
項
備
品
購
入
費
の
目
中
□
三
百
万
円
□
を
□
千
万
円
□
に
改
め
□
同
項
負
担
金
□
補
助
及
び
交
付
金
の

目
補
助
金
の
節
を
削
り
□
同
目
そ
の
他
の
節
中
□
そ
の
他
□
を
削
り
□
同
項
貸
付
金
の
目
中
□
千
万
円
□

を
□
二
千
万
円
□
に
改
め
□
同
項
補
償
□
補
填
及
び
賠
償
金
の
目
建
設
事
業
に
係
る
も
の
の
節
を
削
り
□

同
目
そ
の
他
の
節
中
□
そ
の
他
□
を
削
り
□
□
二
千
万
円
□
を
□
四
千
万
円
□
に
改
め
□
同
項
償
還
金
□

利
子
及
び
割
引
料
の
目
か
ら
公
課
費
の
目
ま
で
の
規
定
中
□
五
百
万
円
□
を
□
千
万
円
□
に
改
め
□
同
表

支
出
命
令
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

支

出

命

令 
 

 
 

 
 

 
 

全 
 

 
 

額 

 

別
表
第
一 

三 

そ
の
他
の
事
務
の
表
各
課
共
通
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
号
中
□
市
町
村
そ
の

他
の
団
体
に
交
付
さ
れ
る
国
の
□
及
び
□
□
確
定
□
を
削
り
□
同
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
二
号
の
二

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 

十
二
の
三 

補
助
金
及
び
負
担
金
の
額
の
確
定
を
行
う
こ
と
□ 

 
 

 
附 
則 

 

こ
の
訓
令
は
□
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

    

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 
 

六
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
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県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


